
別記様式第九（第三十四条関係） 
 

建築物の新築，改築若しくは用途の変更又は 
       第一種特定工作物の新設許可申請書（正） 
 
                               
  都市計画法第４３条第１項の規定により，     
                      
    新   築  
の   改   築  の許可を申請します。 

    用途の変更  
    新   設   
   平成〇年〇月〇日 
        
茨城県知事 殿 

       許可申請者 住所 ○○郡○○町大字○○＊＊番地＊ 
              氏名   県南 建一    印  

※手数料欄 

  
建築物を建築しようとする土地，用途の 

変更をしようとする建築物の存する土地
又は第一種特定工作物を新設しようとす
る土地の所在，地番，地目及び面積    

 

○○郡○○町大字○○字○○＊＊＊番＊ 

宅地  〇〇〇.〇〇㎡ 
   

建築しようとする建築物，用途の変更後
の建築物又は新設しようとする第一種特
定工作物の用途    

自己用住宅                補足① 
   

改築又は用途の変更をしようとする場
合には既存の建築物の用途 

   
自己用住宅             補足②    

  
建築しようとする建築物，用途の変更 

後の建築物又は新設しようとする第一種
特定工作物が法第 34 条第１号から第 10
号まで又は令第36条第１項第３号ロから
ホのいずれかの建築物又は第一種特定工
作物に該当するかの記載及びその理由 

令第３６条第１項第３号ハ 

（条例第 6条第 1項第 3号 既存集落）    補足③ 

5  その他必要な事項 
 
既存宅地確認 平成〇年〇月〇日 第〇号 
                     補足④ 

※ 受 付 番 号      年    月    日  第    号 

※  許可に付した条件  
※ 許 可 番 号       年    月    日  第    号 

 
 
受 
 
 
付 
 
 
印 
 

土木部都市局建築指導課 県民センター 市 町 村 
  （申請は市町村経由で） 

備考 １ 許可申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 
２ 許可申請者の氏名（法人にあつてはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省

略することができる。 
３ ※印のある欄は記載しないこと。 

   ４ 「その他必要な事項」の欄には、建築物の新築，改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設を 

建 築 物 
第一種特定 
工 作 物 

1 

2 

3 

4 

住所・氏名は，住民票等の公的証明に記載され

ているものと同一の表現で記入，押印。 

面積に応じた茨城県収入証紙を貼付。 

0.1ha未満        10,000円 

0.1ha以上 0.3ha未満  18,000円 

0.3ha以上 0.6ha未満  40,000円 

0.6ha以上 1.0ha未満  70,000円 

1.0ha以上        99,000円 

土地の登記事項証明書と

同一の表現で記入。 

実測値を記入。道路後退が必要な場

合でも，ｾｯﾄﾊ゙ ｯｸ前の面積を記入。 

※副本は様式が違うので注意。 

(記入する内容は同じ) 

【補足】 
 

① 建築する建物用途を記入する。 

・属人性のある住宅の許可は「自己用住宅」と記入。 

② 用途変更の場合は，既存建築物の用途を記入。新築の場合は，空欄。 

③ 令第 36 条第 1項第 3号ロから令第 36 条第 1項第 3号ホまでの基準を記入し，()内には条例等を記入。 

≪記入例≫ 

・令第 36 条第 1項第 3号ハ（条例第 6条第 1項第 3号 既存集落） 

・令第 36 条第 1項第 3号ハ（条例第 6条第 1項第 5号 世帯分離） 

・令第 36 条第 1項第 3号ホ（包括承認基準 18） 

④ 既存宅地確認を受けている敷地の場合は「既存宅地確認 平成〇年〇月〇日 第〇号」と記入。 

 



 
【添付書類に関する注意点】 
 
条例第 6条第 1項第 3号 既存集落 

自己用住宅を建築する理由書 

・連名申請の場合は，申請者それぞれの勤務先所在地・通勤方法・通勤時間を記入。 

・現在の住宅の所有者を確認する為の書類も添付。 

・現在の家族の状況は申請者本人からの続柄を記入。 

・現在の家族の状況に世帯員のうち申請地に居住する人が分かるように印をつける。 

・建築する理由は，運用基準第 20の「自己用住宅を必要とするやむを得ない理由」が判断 

出来る内容を記入。 

連たん図 

・50ｍを超える場合は，距離を記入。 

出身者要件を示す書類 

・相当期間居住していた者の場合は，居住していた位置と申請地を示した位置図を添付。 

隣接大字の場合は，隣接していることが分かる位置図とする。 

 
条例第 6条第 1項第 5号 世帯分離 

母屋が適法であることを確認する書類 

・線引き日前住宅の場合は，課税証明書等を添付。 

・農家住宅の場合は，農業を営む者の証明書・農業所得証明書等を添付。 

土地利用計画図 

・母屋敷地と申請地を含めた図面を添付。 

住民票 

・申請者の世帯と母屋世帯全員の住民票を添付。 

・現在世帯主と同居していない場合は，過去に生計を一にしていたことが確認できる書類を添付。 

 

包括承認基準 18 

線引き日前から宅地である土地における一戸建住宅の建築許可の取り扱いについて 

連たん図（既存宅地の確認を受けた土地は除く） 

・市街化区域から１キロメートルの位置を図示し，連たん図を作成。 

 


